
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年２月１８日（金）  ８：１６～８：２５ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣、内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

堀 内 詔 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件    １件 

○法律案       ２件 

○政令        ７件 

○人事        １件 

○配布        ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、信・解任状に認

証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件は、「エリトリア国」及び

「セーシェル国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべき信任状及び解任状で

あります。

次に、質問主意書に対する答弁書について、お手元の資料のとおり、御決定をお

願いいたします。 

次に、法律案２件について、御決定をお願いいたします。まず、「構造改革特別区

域法の一部改正法案」は、地域の活性化を図るため、新たな特例措置に係る提案募

集等の期限を令和９年３月３１日まで延長するとともに、大学への編入学資格の対

象に職業能力開発短期大学校を追加する等の改正を行うものであります。 

次に、「貿易保険法の一部改正法案」は、我が国企業の円滑な外国貿易その他の対

外取引の進展を図るため、貿易保険の填補事由を感染症を含む非常リスクに拡大す

る等の措置を講ずるものであります。 

次に、政令７件について、御決定をお願いいたします。まず、「令和２年５月１５

日から７月３１日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し

適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」は、中小企業信用保険

法による災害関係保証の特例の適用期間を令和５年２月２８日まで１年間延長す

るものであります。 

次に、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する

法律の施行期日令」は、同法の施行期日を本年５月１日とするものであり、「同法施

行令」及び「消費者庁組織令の一部を改正する政令」は、同法の施行に伴い、オー

クションサイトにおける落札者を決定する方法及び消費者庁の所掌事務の追加に

ついて、それぞれ定めるものであります。 

次に、「地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を

改正する政令」は、私人に収納の事務を委託することができる公金の範囲を拡大す

るものであります。 

次に、「予防接種法施行令の一部を改正する政令」は、妊娠中の者を新型コロナウ

イルス感染症に係る予防接種を受ける努力義務の対象とするとともに、１２歳未満

の者はその対象としないこととするものであります。 

次に、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」は、化学物質による労働災

害を防止するために必要な措置を講じなければならない対象設備の範囲を拡大す

る等の改正を行うものであります。 

次に、人事案件について、申し上げます。下野聡外１９６名の叙位又は叙勲につ

いて、御決定をお願いいたします。 

次に、配布資料といたしまして、「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては、後程、総務大臣から御発言があります。 
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○松野国務大臣：次に、総務大臣から御発言がございます。 

○金子（恭）国務大臣：本日、消費者物価指数を公表いたしました。その主なポイン

トは、次のとおりです。１月の消費者物価指数は、１年前に比べ０．５パーセント

の上昇となりました。生鮮食品を除く指数は、１年前に比べ０．２パーセントの上

昇と、５か月連続の上昇となりました。これは、引き続き、電気代やガソリンなど

の「エネルギー」が上昇したことによるものです。今後も、エネルギー価格の状況

などを見ながら、物価動向を注視してまいります。 

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和４年 

２月 18日 

◎ 一 般 案件

 ☆ エ リト リア 国 及 びセ ーシ ェ ル 国駐 箚特 命 全 権大 使

岡 庭  健に 交付 す べ き信 任状 及 び 前任 特命 全 権 大

使 堀 江 良一 の解 任 状 につ き認 証 を 仰ぐ こと に つ い

て （ 決 定）             （外 務 省 ）

◎ 国 会 提出 案件

○ 参議院議員牧山ひろえ（立憲）提出医師・看護師・

介 護 福 祉士 等の 国 家 試験 に関 す る 質問 に対 す る 答

弁 書 に つい て（ 決 定 ）      （厚 生労 働 省 ）

◎ 法 律案

○ 構 造 改 革特別 区 域 法の 一部 を 改 正す る法 律 案

（ 決 定 ） （内 閣府 本 府 ） 

〃 ○貿 易 保険 法 の 一部 を改 正 す る法 律案 （ 決 定）

（ 経 済 産業 省） 

◎ 政 令 

 ○ 令 和２ 年５ 月 １ ５日 から ７ 月 ３１ 日ま で の 間の 豪

雨 に よ る災 害に つ い ての 激甚 災 害 及び これ に 対 し

適 用 す べき 措置 の 指 定に 関す る 政 令の 一部 を 改 正

す る 政 令（ 決定 ）

（ 内 閣 府本 府・ 財 務 ・経 済産 業 省 ） 

〃 ○取 引 デジ タ ル プラ ット フ ォ ーム を利 用 す る消 費者

の 利 益 の保 護に 関 す る法 律の 施 行 期日 を定 め る 政

令 （ 決 定）            （ 消費 者 庁 ）

〃 ○取 引 デジ タ ル プラ ット フ ォ ーム を利 用 す る消 費者

の 利 益 の保 護に 関 す る法 律施 行 令 （決 定 )( 同 上 ）

〃 ○消 費 者庁 組 織 令の 一部 を 改 正す る政 令 （ 決定 ）

（ 同 上） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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 ○ 地 方自 治法 施 行 令及 び市 町 村 の合 併の 特 例 に関 す 

る 法 律 施行 令の 一 部 を改 正す る 政 令（ 決定 ） 

（ 総 務 省 ） 

〃  ○予 防 接種 法 施 行令 の一 部 を 改正 する 政 令 （決 定） 

（ 厚 生 労働 省） 

〃  ○労 働 安全 衛 生 法施 行令 の 一 部を 改正 す る 政令 

（ 決 定 ）               （ 同 上 ） 

 

◎ 人  事 

☆ 元 一 等陸佐 下 野  聡 外１ ９ ６ 名の 叙位 又 は 叙勲 に 

つ い て（ 決定 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 消 費 者 物価指 数           （ 総 務 省） 

☆ 月 例 経 済報告          （ 内閣 府 本 府） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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